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（午後 ３時００分） 

◇開議の宣告 

○議長（水島一友君） ただいまの出席議員数は10人で、定足数に達しておりますので、これ

より本日の会議を開きます。 

 

    ◇日程の報告 

○議長（水島一友君） 本日の日程は、議案第２号 平成26年度朝日町一般会計予算から議員

提出議案第１号 朝日町議会政務活動費の交付に関する条例制定の件までの29議案に対する

質疑であります。 

 

     



 

◇質  疑 

○議長（水島一友君） これより、上程案件に対する質疑を行います。 

  ご承知のことでありますが、質疑に当たっては挙手をしていただきますようお願いいたし

ます。 

  なお、予算書については、最初に該当するページを言ってから質疑をしてください。 

また、質疑は簡潔に、質疑に対する答弁は適切にお願いをいたします。 

それでは、順次、発言を許します。 

  大森議員。 

○８番（大森憲平君） 154ページの住宅管理費の中で、定住サポート事業の件、先ほど細かく

説明を受けましたのですけれども、ちょっとわからん点、質問いたしたいと思います。 

  住宅取得奨励金の件で2,300万ぐらいありますが、これは新築だけしか認められないのか、

古い住宅を改造してもこの２世帯の分をやればそれに該当するのか、ちょっとお聞きいたし

ます。 

○議長（水島一友君） ただいまの大森議員の質疑に対する答弁を求めます。 

  坂口建設課長。 

○建設課長（坂口弘文君） ご質問は、その２世帯型住宅ということだろうと思います。 

  この予算の中には、従来からあります新築住宅、購入住宅に対するものも含まれておりま

すが、ご質問の２世帯型住宅への奨励金でありますが、現在お住まいのおうちを改造して、

増築されて、台所２つ、それからトイレ２つ、そういうふうな今お住まいのおうちを２世帯

型に改造する場合、この場合が１軒につき150万円の支援をいたします。 

それから、もう１つは、全く新しくうちを建てる場合がございます。この場合は、現在親

御さんがお住まいの地区、そこに新築される場合、この場合は１軒につき100万円ということ

でありますので、ご質問のありました新築にも対応しますし、増築にも対応するというもの

でございます。 

○議長（水島一友君） 大森議員。 

○８番（大森憲平君） あと、先ほどの質問で、同じ町内に別々におっても、２世帯の場合は

100万、何か交付金が出るという話を聞いたのですが、それはどういう意味なのですか。 

○議長（水島一友君） 答弁を求めます。 

  坂口建設課長。 

○建設課長（坂口弘文君） ２世帯型といいまして、「型」をつけたわけでありますけれども、



 

この目的、狙いは、親御さんの面倒を見る。そのためには、現在お住まいのうちの近くに建

てるということがまず条件というふうになります。その意味で、１つの地区、例えば南保地

区なら南保地区の中でどこでもいいのでありますけれども、同一地区におうちを建てられた

場合は、この奨励金の対象となるというものでございます。 

○議長（水島一友君） 大森議員。 

○８番（大森憲平君） 私、ちょっと勘違い―同一地区というのは、そのほかに高畠なら高

畠だけの地区内でなけんにゃだめなわけやね。あるいは、これが桜町へ行ってというわけに

はいかんわけですね。それをちょっと確認したいと思いますが、どういうものでしょうか。 

○議長（水島一友君） 答弁を求めます。 

  坂口建設課長。 

○建設課長（坂口弘文君） 今、高畠という例題が出ましたけれども、小更から蛭谷までの南

保地区であればオーケーということであります。 

  ただ、桜町となりますと五箇庄地区になりますので、この場合は該当しないというところ

でございます。 

○８番（大森憲平君） はい、わかりました。 

○議長（水島一友君） ほかにございませんか。 

  ございませんか。 

  〔発言する声なし〕 

○議長（水島一友君） ないようでしたら、先ほど本会議前に大森議員から提案理由説明書の

中で確認したい事項があるということでありましたので、これを許可します。 

  大森議員。 

○８番（大森憲平君） 町長にお伺いいたします。 

  提案理由の説明の中で、歳出予算、これが一般会計では、約、昨年対比12％、あるいは病

院並びに特別会計のほうで8.5％のアップということで、総体的に10.3％の予算を見て、大変

大きい予算だなとは思います。 

  その中で、町長はきのう記者会見でされました、そのほかの予算のことも何か述べられた

と思いますが、それの中に、それ、今、武道館をつくるとか、学校の給食費を何とかすると

いう、そういう話はこの予算の中に入っておるがですか、ちょっとお伺いします。 

○議長（水島一友君） 答弁を求めます。 

  脇町長。 



 

○町長（脇四計夫君） 私は、記者会見、昨日ないし一昨日もやっておりません。提案理由の

中で所信を表明させていただいたということであります。 

○議長（水島一友君） 大森議員。 

○８番（大森憲平君） その中で、某新聞社が、武道館なり、あるいは給食費のあれを早急に

やりたいと。ということは、この予算案が４月に執行されまして、その分を補正でやられる

のかどうなのか、ちょっとお聞きいたします。 

○議長（水島一友君） 脇町長。 

○町長（脇四計夫君） 昨日の提案説明の中に、今議員が言われたようなことを所信として表

明させていただいております。 

○議長（水島一友君） 大森議員。 

○８番（大森憲平君） そうすると、これは今予算の関係ではないのですけれども、選挙の目

的のために何かこの予算案を利用した広報じゃないかと私は思います。 

  それで、その点、考えられてやられたのか、再度お伺いいたしたいと思います。 

  選挙目当てにやられたのか、それをちょっとお聞きいたします。 

○議長（水島一友君） 脇町長。 

○８番（大森憲平君） 早急にやりたいということだから、何かそういう向きがあってのこと

だと思いますのでちょっとお聞きします。 

○議長（水島一友君） はい、脇町長。 

○町長（脇四計夫君） 実は選挙のことを全く意識しておりませんし、議会の場でそのような

形で私は利するような行為をしておるつもりはありません。例年のとおり、予算議会におい

ては町長の所信を表明しているということであります。 

  議員もご承知のとおり、朝日町は少子化、高齢化、人口減少という課題の中で何をこれか

ら、どのような政策をやっていかなければいけないのかということで、私の思いを述べさせ

ていただいた限りであります。 

○議長（水島一友君） 再々質問でありましたので、これで終わってください。 

  これは、議長からも町長にお願いでありますけれども、所信表明の文章の中で、新年度予

算には「これらに沿った幾つかの」という文言があった中で、「学校給食費の助成事業や武

道館の整備など」ということで、新年度予算に勘違いされる可能性がありますので、この文

面については、所信の一端と申し上げるならば、別の項目のほうで書かれたほうがよかった

のではないかなというふうに思います。 



 

大森議員が勘違いされましたように、多くの町民の方々が勘違いをされる可能性もありま

すので、こういった文章は慎重に、もう少し多くの職員と相談をしながらやっていただきた

いと思いますので、議長として注意とお願いを申し上げておきます。 

  そのほかに皆さんの質疑はないようなので、これをもって質疑を終結させていただきます。 

  以上をもって、本日の日程は全て終了いたしました。 

 

◇次会の日程 

○議長（水島一友君） 次に、次会の日程を申し上げます。 

  あす５日、６日、７日は議案調査日とし、８日、９日は休会、10日、11日は議案調査日、

12日は本会議を再開し、町政一般に対する代表・一般質問を行います。 

  なお、明後日６日は、午後２時から議会運営委員会を開催いたします。 

  また、町政に対する代表・一般質問の提出締め切りは６日午前10時となっておりますので、

質問される議員は、所定の用紙に、質問の件名、質問の要旨、要旨の説明を明確に記入の上、

定刻までに提出をしてください。 

 

◇散会の宣告 

○議長（水島一友君） 本日はこれをもって散会いたします。 

  どうもご苦労さまでした。 

（午後 ３時１１分） 
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